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献
血
バ
ス
が
い
き
い
き

プ
ラ
ザ
に
来
ま
す

　

こ
の
時
期
は
特
に
献
血
者
数
が

減
少
し
ま
す
。
が
ん
や
白
血
病
等

に
よ
り
輸
血
を
必
要
と
す
る
方
の

た
め
に
、
献
血
が
可
能
な
方
は
ぜ

ひ
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
3
月
26
日（
月
）

　

午
前
10
時
〜
午
前
11
時
30
分

　

午
後
1
時
〜
午
後
4
時

▼
受
付
場
所
＝

　

上
三
川
い
き
い
き
プ
ラ
ザ
検
診

ホ
ー
ル

▼
対
象
年
齢
＝
16
歳
〜
69
歳

　
（
65
歳
以
上
は
、
60
〜
64
歳
の

間
に
献
血
経
験
が
あ
る
方
）

▼
献
血
量
＝
2
0
0
m
L
又
は

4
0
0
m
L
の
全
血
献
血

　
（
2
0
0
m
L
献
血
は
予
定
数

に
達
し
た
ら
受
付
を
終
了
し
ま
す
）

お
知
ら
せ
版

お
知
ら
せ
版

上三川町
交通事故発生状況

12月 1月

件数 12件 10件

負傷者数 17人 14人

死者数 1人 0人

犬・猫に関する相談は県動物愛護指導センターへ
☎028ー684ー5458

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

成
人
健
康
係

　

☎
○56
9
1
3
3

看
護
師（
臨
時
職
員
）の

登
録
を
募
集
し
ま
す

　

乳
幼
児
健
診
等
の
母
子
保
健
事

業
に
従
事
で
き
る
看
護
師（
臨
時

職
員
）の
登
録
を
募
集
し
ま
す
。

▼
業
務
内
容
＝

　

乳
幼
児
健
診
等
に
お
け
る
計
測
、

診
察
介
助
な
ど
看
護
師
業
務

▼
勤
務
日
数
＝
月
4
回
程
度

▼
勤
務
時
間
＝

　

午
後
0
時
30
分
〜
午
後
4
時
30
分

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、健
康
課
母
子

健
康
係
ま
で
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

健
康
課　

母
子
健
康
係

　

☎
○56
9
1
3
2

平
成
30
年
度
家
庭
相
談

員
の
募
集
に
つ
い
て

　

福
祉
課
で
は
、
次
の
と
お
り
家

庭
相
談
員（
保
健
福
祉
業
務
嘱
託

員
）を
募
集
し
ま
す
。

　

家
庭
相
談
員
と
は
、
児
童
相
談

（
虐
待
等
）に
関
す
る
相
談
支
援
業

務
を
行
う
、
非
常
勤
嘱
託
員
で
す
。

▼
募
集
人
員
＝
１
名

▼
任
期
＝
平
成
30
年
4
月
1
日
〜

平
成
31
年
3
月
31
日
ま
で

▼
応
募
資
格
＝
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人

（
1
）児
童
福
祉
司
の
任
用
資
格
を

有
す
る
人

（
2
）保
育
士
、
保
健
師
、
助
産
師

又
は
看
護
師
の
資
格
を
有
す
る
人

（
3
）学
校
教
育
法（
昭
和
22
年
法

律
第
26
号
）に
基
づ
く
大
学
等
に

お
い
て
、
児
童
福
祉
、
社
会
福
祉
、

児
童
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し

く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又

は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
過
程
を
修

め
て
卒
業
し
た
方

（
4
）児
童
福
祉
事
業
な
ど
の
業
務

に
２
年
以
上
従
事
し
た
経
験
が
あ

る
方

▼
応
募
方
法
＝
3
月
22
日（
木
）ま

で
に
必
要
書
類
を
揃
え
、福
祉
課
相

談
支
援
係
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
提
出
書
類
＝

①
履
歴
書（
3
か
月
以
内
の
撮
影
、

脱
帽
、
上
半
身
縦
4
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
×
横
3
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

写
真
貼
付
）

②
資
格
証
の
写
し
又
は
卒
業
証
明

書
の
写
し

※
勤
務
時
間
そ
の
他
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
募
集
要
項
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。
募
集
要
項
は
、
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
、
役
場
福
祉
課
に
て
公
開
、

配
布
し
て
い
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

相
談
支
援
係

　

☎
○56
9
1
3
7

税 金 の

納め忘れは

ありませんか?

今月の休日納税相談

日時＝3月25日（日）
午前 8時30分～

正午
場所＝1階　税務課窓口
連絡先＝税務課 納税係

☎56 9121

～エコベアーの安心一貫施工～

丸宇興業株式会社
上三川町上郷１９２７

栃木県知事許可 (般 - 2 7 )
第2 3 3 1 3号

ＥＣＯベアー事業部

☎０１２０１６４９１０
い ろ よ く

点
まんてん
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上
三
川
町
地
域
自
立
支

援
協
議
会
委
員
募
集

　

障
が
い
者
の
自
立
生
活
や
社
会

参
加
の
支
援
に
必
要
な
福
祉
サ
ー

ビ
ス
等
を
検
討
す
る「
上
三
川
町

地
域
自
立
支
援
協
議
会
」の
委
員

を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員
＝
2
名

　
（
定
員
を
超
え
た
応
募
の
場
合
、

書
類
選
考
い
た
し
ま
す
）

▼
募
集
期
間
＝
3
月
1
日（
木
）〜

23
日（
金
）

▼
対
象
＝
町
内
在
住
又
は
在
勤
で

18
歳
以
上
の
障
が
い
福
祉
に
関
心

の
あ
る
方

▼
報
酬
＝
6
、7
0
0
円
／
回（
年

3
回
程
度
開
催
を
予
定
）

▼
任
期
＝
3
年　

委
嘱
日
〜
平
成

33
年
3
月
31
日

▼
応
募
方
法
＝
所
定
の
申
込
用
紙

に
記
入
の
上
、
福
祉
課
ま
で
持
参
、

又
は
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。
申

込
用
紙
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
ほ
か
、
福
祉

課
窓
口
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

福
祉
課　

福
祉
人
権
係

　

☎
○56
9
1
2
8

【犯罪被害相談日時】 平日午前10時～午後4時　費用＝無料
連絡先：被害者支援センターとちぎ  ☎028ー643ー3940

職
場
の
健
康
保
険
に
加

入
し
た
と
き
、や
め
た
と

き
は
届
出
が
必
要
で
す

　

会
社
に
勤
め
る
こ
と
に
な
り
職

場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た
場
合

や
、
そ
の
被
扶
養
者
に
な
っ
た
場

合
、
ま
た
は
、
職
場
の
健
康
保
険

を
や
め
て
国
民
健
康
保
険
に
加
入

す
る
と
き
は
、
役
場
へ
の
届
出
が

必
要
と
な
り
ま
す
。

　

届
出
が
遅
れ
る
と
、
国
民
健
康

保
険
税
が
課
税
さ
れ
た
ま
ま
に
な

っ
た
り
、
職
場
の
健
康
保
険
の
資

格
を
喪
失
し
た
日
ま
で
遡
っ
て
課

税
さ
れ
た
り
し
ま
す
の
で
、
健
康

保
険
が
変
更
に
な
っ
た
日
か
ら
14

日
以
内
に
次
の
も
の
を
持
参
の
う

え
、
住
民
生
活
課
で
手
続
き
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
職
場
の
健
康
保
険
に
加
入
し
た

と
き

▼
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証

・
職
場
の
健
康
保
険
証

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

●
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
て
、

国
民
健
康
保
険
に
加
入
す
る
と
き

▼
届
け
出
に
必
要
な
も
の

・
職
場
の
健
康
保
険
を
や
め
た
証

明
書（
資
格
喪
失
証
明
書
、
退
職

証
明
書
な
ど
）

・
顔
写
真
付
き
の
身
分
証
明
書

（
運
転
免
許
証
、
マ
イ
ナ
ン
バ
ー

カ
ー
ド
な
ど
）

・
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
の
わ
か
る
も
の

（
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
、
個
人

番
号
通
知
カ
ー
ド
な
ど
）

・
年
金
手
帳

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

保
険
課　

国
保
年
金
係

　

☎
○56
9
1
3
4

ご
み
の
野
外
焼
却
は
、や

め
ま
し
ょ
う
!!

　

ご
み
を
外
で
燃
や
す
こ
と
は
法

律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

家
庭
か
ら
で
た
ご
み
は
、
分
別

の
ル
ー
ル
に
し
た
が
っ
て
、決
め
ら

れ
た
方
法
で
処
理
し
て
く
だ
さ
い
。

　

ご
み
を
燃
や
す
と
ダ
イ
オ
キ
シ

ン
な
ど
の
有
害
物
質
が
出
て
し
ま

い
ま
す
。
ま
た「
洗
濯
物
に
に
お

い
が
つ
い
て
し
ま
う
」「
煙
の
に
お

い
で
窓
が
開
け
ら
れ
な
い
」な
ど
、

煙
・
に
お
い
で
困
っ
て
い
る
人
が

ご
近
所
に
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

法
律
を
守
り
、
住
み
よ
い
環
境

づ
く
り
に
ご
協
力
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

住
民
生
活
課　

生
活
環
境
係

　

☎
○56
9
1
3
1

上三川プレミアム商品券
使用期限迫る！！

▶有効期限＝3月11日(日)まで
　以後無効となりますので使い残
しの商品券をお持ちの方は期限内
に加盟店にてご使用ください。

▶問い合わせ先＝
かみのかわサービス・ポイント
カード会
　☎○56 2206
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火災情報は……………☎537311へ

空
き
家
等
の
適
正
管
理

の
お
ね
が
い

　

空
き
家
等
の
所
有
者
等（
相
続

人
を
含
む
。）は
、
常
に
空
き
家
等

を
適
切
に
管
理
す
る
責
任
と
義
務

が
あ
り
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
地
域
住
民
の

迷
惑
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
定
期

的
に
空
き
家
等
の
修
繕
や
敷
地
内

の
除
草
、
樹
木
の
伐
採
等
の
管
理

を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

建
築
課　

計
画
係

　

☎
○56
9
1
4
5

全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム（
J

ア
ラ
ー
ト
）の
全
国
一
斉
情
報

伝
達
訓
練
が
実
施
さ
れ
ま
す

　

当
日
は
、
登
録
制
メ
ー
ル（
か

み
た
ん
メ
ー
ル
）に
よ
り
訓
練
メ

ー
ル
が
配
信
さ
れ
ま
す
。
ご
協
力

を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
3
月
14
日（
水
）

　
　
　
　

午
前
11
時

▼
配
信
文
＝

　
「
こ
れ
は
、
J
ア
ラ
ー
ト
の
テ

ス
ト
で
す
」　

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

総
務
課　

交
通
防
災
係

　

☎
○56
9
1
1
5

地
下
水
を
ご
利
用
の

皆
さ
ま
へ

　

公
共
下
水
道
及
び
農
業
集
落
排

水
の
使
用
者
で
、
生
活
用
水
と
し

て
地
下
水（
井
戸
水
）を
使
用
さ
れ

て
い
る
方
は
、
次
の
場
合
、
届
出

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
世
帯
の
人
数
が
変
わ
っ
た
場
合
。

・
地
下
水
の
使
用
を
や
め
て
町
上

水
道
へ
接
続
す
る
場
合
、
又
は
、

町
上
水
道
の
使
用
を
や
め
て
地
下

水
を
使
用
す
る
場
合
。

※
使
用
料
金
が
変
わ
り
ま
す
の
で
、

お
早
め
に
上
下
水
道
課
ま
で
ご
連

絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
せ
先
＝

　

上
下
水
道
課　

業
務
係

　

☎
○56
9
1
6
8

宅内接続のお願い
　下水道・農業集落排水が使用できる地域の皆様
は、すみやかに接続（排水設備工事）をお願いしま
す。また安心安全な上水道の利用もお願いします。
　給排水工事は、給水主任技術者又は排水責任技術者認定資格者
のいる、指定工事業者（指定店）で施工しなければなりません。

▶ 問い合わせ先＝上下水道課

　業 務 係　☎○56 9168
　上水道係　☎○56 9169　下水道係　☎○56 9144

町営住宅入居者募集
▶募集住宅・家賃月額＝

下町第一

町営住宅

3ＤＫ

（昭和54年築）
2戸

12,600 ～

24,800円

▶受付期間＝3月1日（木）～ 15日（木）
　　　　　　（土日、祝日を除く）
※家賃は入居者の年収等により決まります。
※入居には、家賃の3か月分の敷金が必
要です。
※入居可能日は、翌月1日になります。

▶問い合わせ先＝

　建築課　計画係　☎○56 9145

窓口業務の土日開庁のお知らせ
　年度末年度始めに住民異動が集中するため、以下の
日程において窓口業務を土日開庁します。
▶取扱業務＝
　転入転出届等それらに伴う関連手続き
▶取扱窓口＝
　住民生活課・福祉課・健康課・保険課・上下水道課
▶日程及び時間＝
3月24日（土）
25日（日）
31日（土）

4月 1日（日）
7日（土）
8日（日）

午前8時30分～午後0時30分

※ 手続き内容によっては、当日処理できない場合があ
ります。事前に担当課へお問い合わせください。
※ 住民生活課総合窓口係は、毎週木曜日に午後7時ま
で窓口を延長しています。
▶問い合わせ先＝
　総務課　秘書庶務係　☎○56 9113
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在宅医療に関する相談は
保険課　在宅医療介護連携相談窓口へ☎569102

軽
自
動
車
の
変
更
手
続

き
は
3
月
末
ま
で
に

　

軽
自
動
車
税
は
、
4
月
1
日
現

在
で
登
録
さ
れ
て
い
る
方
に
課
税

さ
れ
ま
す
。
次
の
よ
う
な
場
合
は
、

3
月
末
ま
で
に
変
更
の
手
続
き
を

行
っ
て
く
だ
さ
い
。

▼
手
続
き
が
必
要
な
状
況

・
使
用
し
て
い
な
い（
廃
車
）

・
他
人
に
譲
っ
た（
売
っ
た
）

・
町
外
へ
転
出
し
た

※
業
者
な
ど
に
依
頼
す
る
場
合
は

3
月
末
ま
で
に
手
続
き
が
完
了
す

る
か
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
町
ナ
ン
バ
ー
】

●
原
動
機
付
自
転
車（
1
2
5
cc

以
下
、
ミ
ニ
カ
ー
）、
農
耕
車
、

小
型
特
殊
自
動
車

必
要
な
も
の
＝
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー

ト（
紛
失
の
場
合
は
2
0
0
円
）、

印
鑑
、
運
転
免
許
証
等

▼
手
続
き
先
＝
住
民
生
活
課
総
合

窓
口

【
県
ナ
ン
バ
ー
】

必
要
な
も
の
は
左
記
の
手
続
き
先

に
確
認
く
だ
さ
い
。

●
三
輪
、
四
輪
、
ト
レ
ー
ラ
ー

・
軽
自
動
車
検
査
協
会

　

☎
0
5
0（
3
8
1
6
）3
1
0
7

●
二
輪（
1
2
5
c
c
超
）

・
関
東
運
輸
局
栃
木
運
輸
支
局

　

☎
0
5
0（
5
5
4
0
）2
0
1
9

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

税
務
課　

納
税
係

　

☎
○56
9
1
2
1

家
内
労
働
委
託
状
況
届
の

提
出
は
4
月
30
日
ま
で

　

家
内
労
働
法
第
26
条
、
同
法
施

行
規
則
第
23
条
に
よ
り
、
家
内
労

働
者（
内
職
者
）へ
業
務
を
委
託
し

た
場
合
に
は
遅
滞
な
く
、
そ
れ
以

降
は
毎
年
４
月
１
日
現
在
の
委
託

状
況
に
つ
い
て
、
4
月
30
日
ま
で

に
労
働
基
準
監
督
署
を
経
由
し
て
、

栃
木
労
働
局
に
委
託
状
況
届
を
提

出
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
お
り

ま
す
。

　

詳
し
く
は
栃
木
労
働
局
労
働
基

準
部
賃
金
室
ま
た
は
最
寄
り
の
労

働
基
準
監
督
署
に
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
栃
木
労
働
局
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
も
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

　

☎
0
2
8（
6
3
4
）9
1
0
9

　

真
岡
労
働
基
準
監
督
署

　

☎
0
2
8
5（
82
）4
4
4
3

納
税
は
便
利
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

　

現
在
、
平
成
29
年
分
確
定
申
告

の
相
談
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

申
告
・
納
税
の
期
限
は
、
所
得
税

及
び
贈
与
税
が
3
月
15
日（
木
）、

消
費
税
が
4
月
2
日（
月
）と
な
っ

て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
所
得
税
と
消
費
税
の

納
税
に
は
便
利
で
確
実
な
口
座
振

替
を
ご
利
用
い
た
だ
け
れ
ば
、
金

融
機
関
な
ど
で
簡
単
に
手
続
き
が

で
き
る
上
、
口
座
振
替
日
が
所
得

税
は
4
月
20
日（
金
）、
消
費
税
は

4
月
25
日（
水
）と
な
る
た
め
、
ゆ

と
り
を
も
っ
て
納
税
資
金
の
準
備

を
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

ま
た
、
確
定
申
告
書
等
に
は
マ

イ
ナ
ン
バ
ー
を
記
載
の
上
、
提
出

の
際
に
は
な
り
す
ま
し
を
防
止
す

る
た
め
の
本
人
確
認
を
す
る
こ
と

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
本
人
確
認

書
類
の
提
示
又
は
写
し
の
添
付
が

必
要
と
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
で
。（http://www.nta.go.jp/

）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

宇
都
宮
税
務
署

　

☎
0
2
8（
6
2
1
）2
1
5
1

議会を傍聴しませんか
　議会定例会は、3月2日（金）から
開会となります。
　議会では、町の重要な施策や、皆
さんの身近な問題が審議されます。
　傍聴される方は、議会当日、役場4
階議会事務局にて、備え付けの用紙
に住所・氏名などをご記入ください。
傍聴券を先着順で交付いたします。
　また、車いすでの傍聴もできます
ので、事前に議会事務局へご連絡く
ださい。
　日程等については町のホームペー
ジをご覧いただくか、議会事務局に
お問い合わせください。
▶問い合わせ先＝

　議会事務局　☎○56 9162
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国
税
専
門
官
募
集

　

国
税
庁
は
、
国
税
局
や
税
務
署

に
お
い
て
、
税
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス

ト
と
し
て
働
く
国
税
専
門
官
を
募

集
し
ま
す
。（
※
原
則
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
申
込
み
）

▼
受
験
資
格
＝

①
昭
和
63
年
4
月
2
日
〜
平
成
9

年
4
月
1
日
生
ま
れ
の
者

②
平
成
9
年
4
月
2
日
以
降
生
ま

れ
の
者
で
大
学
を
卒
業
し
た
者
及

び
平
成
31
年
3
月
ま
で
に
大
学
を

卒
業
見
込
み
の
者
な
ど

▼
受
付
期
間
＝

3
月
30
日（
金
）9
時
〜
4
月
11
日

（
水
）　
〔
受
信
有
効
〕

▼
試
験
日
＝

（
一
次
）平
成
30
年
6
月
10
日（
日
）

（
二
次
）平
成
30
年
7
月
12
日（
木
）

〜
19
日（
木
）の
い
ず
れ
か
指
定
す

る
日
時

※
詳
し
く
は
、
人
事
院
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
ま
で（h

ttp
://w
w
w
.jin
ji-

sh
iken

.go
.jp
/ju
ken
.h
tm
l

）

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

宇
都
宮
税
務
署

　

☎
0
2
8（
6
2
1
）2
1
5
1

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
の

募
集

　

国
土
交
通
省
は
、
河
川
を
や
さ

し
く
見
守
っ
て
く
だ
さ
る
河
川
愛

護
モ
ニ
タ
ー
を
募
集
し
ま
す
。

▼
活
動
期
間
＝

　

平
成
30
年
7
月
1
日

〜
平
成
32
年
6
月
30
日（
2
年
間
）

▼
活
動
範
囲
＝
鬼
怒
川
ま
た
は
小

貝
川

▼
応
募
資
格
＝
活
動
範
囲
か
ら
2

㎞
以
内
に
居
住
す
る
活
動
可
能
な

満
20
歳
以
上
の
方

▼
手
当
＝
実
費
程
度（
通
信
・
連

絡
費
程
度
）

▼
募
集
人
員
＝
10
名

▼
応
募
方
法
＝
下
館
河
川
事
務
所

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
及
び
役
場
窓
口

に
備
え
付
け
の「
河
川
愛
護
モ
ニ

タ
ー
募
集
要
綱
」を
お
読
み
の
上
、

「
応
募
用
紙
」に
必
要
事
項
を
記
入

し
、
郵
送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
応
募
締
切
＝
5
月
7
日（
月
）※

必
着

▼
応
募
先
＝

　

〒
3
0
8

－

0
8
4
1

　

茨
城
県
筑
西
市
二
木
成
１
７
５

３
番
地

　

下
館
河
川
事
務
所　

占
用
調
整

課　

河
川
愛
護
モ
ニ
タ
ー
担
当
係

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

☎
0
2
9
6（
25
）2
1
5
1

子
ど
も
の
里
親
に
な
り

ま
せ
ん
か

　
「
親
が
病
気
や
ケ
ガ
を
し
て
し

ま
っ
た
」、「
親
か
ら
虐
待
を
受
け
、

家
庭
に
お
い
て
お
け
な
い
」、「
望

ま
な
い
妊
娠
を
し
て
し
ま
い
、
生

ま
れ
て
く
る
子
を
育
て
ら
れ
な

い
」等
、
様
々
な
事
情
に
よ
り
家

庭
で
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
子

ど
も
た
ち
が
い
ま
す
。

　

里
親
制
度
は
、
こ
の
よ
う
な
子

ど
も
た
ち
を
実
の
親
に
か
わ
り
、

家
庭
的
な
環
境
の
も
と
で
養
育
す

る
た
め
の
制
度
で
す
。

　

栃
木
県
で
は
、
よ
り
多
く
の
県

民
の
方
々
に
里
親
制
度
に
つ
い
て

知
っ
て
い
た
だ
き
、
里
親
に
な
っ

て
い
た
だ
け
る
方
を
求
め
て
い
ま

す
。
里
親
に
な
る
た
め
に
は
特
別

な
資
格
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
子

ど
も
の
養
育
に
理
解
が
あ
り
、
熱

意
と
愛
情
を
も
っ
て
い
る
方
で
一

定
の
要
件
を
満
た
し
て
い
れ
ば
里

親
に
な
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

子
ど
も
の
た
め
に
何
か
を
し
て

あ
げ
た
い
と
考
え
て
い
る
方
、
子

ど
も
を
養
育
し
て
み
た
い
方
…

　

あ
な
た
も
子
ど
も
の
里
親
に
な

り
ま
せ
ん
か
!!

　

里
親
に
な
る
た
め
に
は
、
基
礎

研
修
と
認
定
前
研
修
を
受
け
て
い

た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

手
続
き
等
の
詳
細
や
里
親
制
度

に
関
し
て
の
問
い
合
わ
せ
は
左
記

ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

栃
木
県
中
央
児
童
相
談
所　

相

談
調
査
課　

里
親
担
当

　

☎
0
2
8（
6
6
5
）7
8
3
0

　

メ
ー
ルc

h
u
u
o
u
-js@

p
re
f.

to
c
h
ig
i.lg
.jp

【交通事故に関する相談は栃木県交通事故相談所へ】
相談費用＝無料  ☎028ー623ー2188

　

町
で
は
、「
か
み
た
ん
メ
ー

ル
」で
防
災
・
防
犯
情
報
や
災

害
時
の
緊
急
速
報
、ま
た
、町

か
ら
の
お
知
ら
せ
や
イ
ベ
ン

ト
情
報
を
配
信
し
て
い
ま
す
。

　

Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
か
メ
ー
ル
ア

ド
レ
ス
に
空
メ
ー
ル
を
送
信

し
て
、か
み
た
ん
メ
ー
ル
へ
の

登
録
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
Q
R
コ
ー
ド

●
空
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス

　t-kam
itan-m

ail@
sg-m

.jp

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
企
画
課
　
情
報
広
報
係
　

　
　
　
　
9
1
1
7

「
か
み
た
ん
メ
ー
ル
」

登
録
の
お
願
い

56

田中定一展
上三川町の画家、田中定一氏による個展。油彩画
約25点が展示されます。※入場無料
▶日時＝3月3日(土) ～ 14日(水)　月曜休廊
　午前10時～午後6時　(最終日は午後4時まで)
▶場所＝ギャラリー・イン・ザ・ブルー
　宇都宮市東宿郷3-1-9　あかねビル1F
▶問い合わせ先＝　田中　☎○56 4896
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【とちぎ救急医療電話相談】
大人（15歳以上）の救急電話相談
♯7111 又は ☎028-623-3344　【毎日】午後6時～午後10時

【とちぎ子ども救急電話相談】
お子さんが急な病気やけがで心配なとき…
♯8000 又は ☎028ー600ー0099
【月～土曜日】午後6時～翌朝8時
【日・祝日】午前8時～翌朝8時(24時間)

こ こ ろ の 相 談
開催日＝3月25日（日）
　　　　4月27日（金）
相談時間＝午前9時～午後0時20分
　　　　　（1人あたり約1時間）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝カウンセラー
申込期間（予約制）
＝相談の1週間前まで（土日祝日は除く）
費用＝無料
▶問い合わせ先＝
　健康課　成人健康係

　☎56 9133

隣　保　相　談
地域住民の生活上の相談、人権に
かかわる相談に応じます。
▶日時＝3月10日（土）
　　　　午前10時～正午
▶場所＝東館南集会所
▶問い合わせ先＝
　福祉課　福祉人権係

　☎56 9128

法　律　相　談
日時＝3月18日（日）
　　　午前10時～午後1時（1人20分）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
相談員＝栃木県弁護士会弁護士
申込期間（予約制）
＝3月1日（木）～ 16日（金）
費用＝無料
連絡先＝福祉課　福祉人権係

☎56 9128　 FAX 56 6868

心 配 ご と 相 談
日時＝第2・第4水曜日
　　　午前9時～正午（祝日を除く）
場所＝上三川いきいきプラザ
　　　共用相談室
内容＝ 日常生活上に生じる心配ごと、

困りごとなど
問い合わせ先＝
上三川町社会福祉協議会

☎56 3166

求
職
者
と
シ
ニ
ア
の
た

め
の
巡
回
相
談
会
＆
巡

回
セ
ミ
ナ
ー

　

求
職
者
の
た
め
の
キ
ャ
リ
ア
カ

ウ
ン
セ
ラ
ー
に
よ
る
相
談
会
・
セ

ミ
ナ
ー
と
、
シ
ニ
ア
世
代
の
社
会

参
加
活
動
支
援
の
た
め
の
相
談
会

を
開
催
し
ま
す
。（
要
予
約
）

　

と
ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル
巡
回
相

談
会
・
セ
ミ
ナ
ー
は
雇
用
保
険
受

給
中
の
就
職
活
動
の
実
績
と
な
り

ま
す
。

▼
期
日
＝
3
月
15
日（
木
）

▼ 

場
所
＝
栃
木
県
河
内
庁
舎
４
０

１
会
議
室（
宇
都
宮
市
竹
林
町

1
0
3
0

－

2
）

▼
内
容
＝

①
巡
回
セ
ミ
ナ
ー

　

10
時
30
分
〜
正
午

・「
企
業
が
期
待
す
る
女
性
従
業

員
に
つ
い
て
」

②
と
ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル
巡
回
相

談
会

　

午
後
1
時
〜
4
時

・
就
職
活
動
、
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
に

関
す
る
ア
ド
バ
イ
ス
な
ど

③
と
ち
ぎ
生
涯
現
役
シ
ニ
ア
応
援

セ
ン
タ
ー 

ぷ
ら
っ
と
巡
回
相
談
会

　

午
後
1
時
〜
4
時

・
セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
に
関
す
る
ア

ド
バ
イ
ス
な
ど

▼
参
加
費
＝
無
料

▼
予
約
方
法
＝
3
月
14
日（
水
）ま

で
に
宇
都
宮
労
政
事
務
所
に
申
し

込
む
。　
　

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　

宇
都
宮
労
政
事
務
所

　

☎
0
2
8（
6
2
6
）3
0
5
3

春
の
農
作
業
を
頼
み
た

い
方
は
、農
業
公
社
へ

　
「
高
齢
化
に
よ
り
農
作
業
が
つ

ら
く
な
っ
た
。」「
田
植
機
が
老
朽

化
し
た
。」な
ど
、
農
作
業
で
お
困

り
で
し
た
ら
委
託
し
て
み
て
は
い

か
が
で
す
か
。

　

町
農
業
公
社
で
は
、
大
型
農
業

機
械
等
の
効
率
的
な
利
用
に
よ
り

コ
ス
ト
低
減
を
図
る
た
め
、
春
の

水
稲
作
業
の
受
委
託
斡
旋
を
し
て

い
ま
す
。

▼
斡
旋
農
作
業
＝

　

あ
ぜ
塗
、
代
掻
き
、
田
植
え
等

▼
作
業
実
施
者
＝

　

農
業
公
社
の
農
作
業
受
託
者
と

し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
営
農
集
団

及
び
認
定
農
業
者

▼
問
い
合
わ
せ
先
＝

　
（
公
財
）上
三
川
町
農
業
公
社

　

☎
○56
4
3
1
2

認知症に関する相談は
上三川町地域包括支援センターへ ☎565513


